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[bookmark: _Toc11320][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc1614][bookmark: _Toc229123088][bookmark: _Toc23786][bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc27577][bookmark: _Toc4159][bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc641][bookmark: _Toc232430128]業務概要
(1) [bookmark: _Toc14359][bookmark: _Toc15699][bookmark: _Toc18300][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc26437][bookmark: _Toc6120][bookmark: _Toc6871][bookmark: _Toc80020236]件名
大刀洗町家屋評価システム導入及び運用保守業務委託
(2) [bookmark: _Toc10943][bookmark: _Toc12121][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc25854][bookmark: _Toc4189][bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc80020237][bookmark: _Toc9512]履行期間・履行場所
1 [bookmark: _Toc16593][bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc17394][bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc2992][bookmark: _Toc30184][bookmark: _Toc32358]構築期間
契約締結日の翌日から令和８年９月３０日まで
2 [bookmark: _Toc12486][bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc18657][bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc27047]本運用期間
システム構築後６０ヵ月
3 [bookmark: _Toc10283]履行場所
大刀洗町役場　福岡県大刀洗町大字冨多819番地
(3) [bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc26305]委託内容
[bookmark: _Toc10275][bookmark: _Toc14610][bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc6087][bookmark: _Toc80020242]委託する業務の具体的な内容は、別表１に示す「大刀洗町家屋評価システム導入及び運用保守機能一覧表」に定める。
(4) 実施体制
1. [bookmark: _Toc32132]本システムの構築にあたり、提案したスケジュール表に基づき適切な進捗管理を実施すること。このため、業務を円滑にかつ確実に実施するため、実施体制には必要なスキル及び経験を有するメンバーを配置すること。
[bookmark: _Toc20380]実施体制において、作業管理者１名を選任すること。作業管理者は、本業務遂行に関する本町からの要請、その他日常的な連絡や確認を担う。
[bookmark: _Toc30541]作業従事者については、予め本庁へ届出を行い、担当する業務に必要な業務経験を有する者を配置すること。
本町の庁舎内において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本町と協議すること。
本町が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。
[bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc2068][bookmark: _Toc22873][bookmark: _Toc229123090][bookmark: _Toc23623][bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc5710][bookmark: _Toc7098][bookmark: _Toc9479][bookmark: _Toc232430129]基本要件
[bookmark: _Toc29941]自治体業務に支障をきたすことのないよう、安全かつ確実なシステム構築を　最優先事項とし、職員の負担軽減についても十分に配慮した構築業務を行うこと。
本システムは、町職員がデータ入出力作業等を容易に行えること。
本システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等は、可能な限り標準とし、　日本語によるサポートが可能なものであること。
本システムの構築、データ移行及びシステムテストにかかる環境は受託者が　整備すること。
本システムは、受託者が構築を行い、かつ、本町の指定する仕様に準拠するとともに、本町と随時協議して構築すること。
本システムのサーバ機器等のハードウェアは、原則クラウド方式とする。
本システムを構築する上で疑義が生じた場合は、直ちに本町と協議すること。
[bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc1644][bookmark: _Toc17369][bookmark: _Toc17408][bookmark: _Toc19367][bookmark: _Toc229123091][bookmark: _Toc29646][bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc232430130]システム要件
1. [bookmark: _Toc11569][bookmark: _Toc6958]機能要件
機能要件は、別表１のとおりとする。別表１に記述した機能は、本町として実現を望むものであるが、費用対効果などを十分考慮の上、適切なシステム機能又は代替案(手作業による対応を含む。)の具体的な提案を求める。
[bookmark: _Toc15242]サーバ機器
サーバ機器は、原則LGWAN-ASP方式とすること。サーバ機器は、５年間の利用に耐えうる性能及び容量を選定すること。
[bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc26137][bookmark: _Toc26940][bookmark: _Toc4295]ソフトウェア
1. 本システムのサーバ機器に必要な全てのソフトウェア製品の納入は、本業務の範囲内とする。ただし、クライアント端末のウィルス対策ソフトについては、本町にて用意する。
納入するソフトウェアに関して、実使用期間の５年間にサポート切れとならないよう、最新版やデファクトスタンダード製品(実績、サポート期間、コスト、保守体制などを総合的に考慮)を優先して採用すること。
納入するソフトウェアのインストールは、本業務の範囲内とする。
[bookmark: _Toc6840]ネットワーク
1. 本システムは、ＬＧＷＡＮネットワーク(インターネットに接続できないセグメント)に接続すること。本システムをＬＧＷＡＮネットワークに接続する際に、新たにネットワーク機器が必要な場合は、その費用は本業務の範囲内とし、設置について事前に本町と協議を行うこと。
[bookmark: _Toc16819]性能要件
1. 本システムを利用するクライアント端末は、2台とし、同時アクセス数は、2台とする。
クライアント端末での業務におけるレスポンスは、ストレスなく動作するシステムであること。
上記のレスポンスは、機能要件等の制約上(例えば、検索条件の設定によっては多量のデータが表示対象になるような場合など)、この制限を超えることを本町が認めた場合は、この限りでない。
本システム内のデータ量が増えてもレスポンスの低下を招かないよう、データベースやファイル等の容量を考慮した構成であること。
バッチ処理、バックアップ処理等は、システム処理に影響を及ぼさないよう、処理の高速化、スケジュール等の工夫を図ること。
[bookmark: _Toc6416]信頼性要件
1. 安定稼動するために、ハードディスク、ネットワークアダプタ、電源ユニット等の障害対策として、冗長化や多重化等の十分な対策を講じること。
停電や電源障害時のシステムダウンを防止するための措置を講ずること。
[bookmark: _Toc1403]データ移行
システム稼働前までに本システムに反映させ、令和８年１０月１日までに本稼働運用ができるようにすること。
[bookmark: _Toc8804]その他
1. 稼動当初では想定できないデータ量の増加等に伴う機器追加などの際に、柔軟に対応可能な機器構成であること。
見積時点より日時が経過し、納入時点での製品状況が変わった場合は、最新の製品状況とそれらの製品の信頼性を考慮し、町の承認を得た上で最適な物品を納入すること。また、機器構成の設計等により、見積時点の機器の内容から納入機器の内容(性能、容量、信頼性等)が変わった場合についても、町の承認を得た上で最適な製品を納入すること。なお、納入機器の内容に変更があった場合で、納入機器の内容が見積時点の機器の内容の同等以下となった場合については、その内容に応じて契約金額の減額を行う。
サーバ機器及びクライアント端末は、特定のメーカーの機器に依存しないこと。
[bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc229123092][bookmark: _Toc232430131]職員研修・活用支援
1. [bookmark: _Toc14519]職員研修
本システムを使用する職員への研修を適切なタイミングで実施すること。また、本システムを使用する職員が、システム切り替えに際して戸惑うことがないよう実効的な研修を計画すること。
[bookmark: _Toc16604][bookmark: _Toc20437][bookmark: _Toc229123093][bookmark: _Toc7176][bookmark: _Toc232430132]利用環境
1. [bookmark: _Toc891]庁内利用ＰＣ
イントラＰＣから利用する。現時点でのＰＣの想定スペックは下記のとおり。
1. [bookmark: _Toc5854]CPU
intel i5 9500T 相当
[bookmark: _Toc17840]メモリ
8GB
[bookmark: _Toc27572]ストレージ
512GB以上
[bookmark: _Toc23018]OS
Windows11 Pro
[bookmark: _Toc18292]Webブラウザ
Edge
[bookmark: _Toc2949]Office
Office2019、同2021、同2024及びJustGovernment4混在
[bookmark: _Toc14776]PDF
Adobe Acrobat Reader DC
(2) [bookmark: _Toc7832]プリンタ
プリンタ及び複合機は、本町において現有する機器を使用する。
1. [bookmark: _Toc17791]その他
1. その他業務に必要な機器がある場合は、現状の作業環境を考慮し必要台数を納入すること。
納入機器は原則として、メーカーの５年保証を付けること。ただし、５年保証がない場合は、可能な最長期間の保証を付けること。
[bookmark: _Toc18392][bookmark: _Toc229123094][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc9317][bookmark: _Toc232430133][bookmark: _Hlk232429660]セキュリティ要件
[bookmark: _Hlk232427271]本システムは、機密性、秘匿性の高い情報を管理するため、関係法令及び本町情報セキュリティポリシー等を遵守するとともに、以下のセキュリティに関する要件を備えること。
1. [bookmark: _Toc20563]セキュリティ対策
1. 不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用等を防止するための対策を講じること。
継続的にセキュリティが維持されるよう取り組むこと。
契約満了後のデータ削除作業については、本業務の範囲内とする。
1. [bookmark: _Toc26708]権限管理
1. ID・パスワード等により識別を行う機能を設けること。
システムへのアクセス制御を行う機能を設けること。アクセス許可されたユーザに対して権限管理を行う機能を設け、操作権限・アクセス権限を設定できること。
[bookmark: _Toc11233]ログ
1. アクセス履歴の管理を可能とし、システムログ及びアプリケーションログを取得する機能を設けること。
ユーザの操作ログを収集できること。
[bookmark: _Toc20838][bookmark: _Toc229123095][bookmark: _Toc25021][bookmark: _Toc6927][bookmark: _Toc232430134]運用・保守要件
1. [bookmark: _Toc5394]保守
本システム構築業務完了後、翌年度以降も単年度契約において保守業務が可能なこと。
1. ソフトウェアのリビジョンアップ・バージョンアップ
本業務の機能改善等によるリビジョンアップは、必要に応じて行うこと。その費用に関しては、導入後５年間の対応については全て契約金額に含まれるものとする。また、基本ソフト等が更改される場合などのバージョンアップについては、内容等を本町と協議のうえ、対応すること。
問合せ対応
使用方法等を含むシステム全般の問合せに対応すること。
障害時対応
[bookmark: _Hlk232426979]障害が発生した場合は、速やかに障害の原因を切り分け、システム復旧、原因調査、再発防止策及び調査報告を行い、受託者の責に帰する事由の場合は、受託者が責任をもって回復措置をとること。

[bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc11983][bookmark: _Toc16231][bookmark: _Toc16291][bookmark: _Toc229123097][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc26102][bookmark: _Toc29497][bookmark: _Toc5293][bookmark: _Toc5788][bookmark: _Toc80020254][bookmark: _Toc232430135]支払い条件
1. [bookmark: _Toc12220][bookmark: _Toc3025]受託者は、業務完了後発注者の行う検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
[bookmark: _Toc30827][bookmark: _Toc9476]発注者は、受託者が請求を発行した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。

[bookmark: _Toc232430136][bookmark: _Toc10949][bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc16756][bookmark: _Toc20200][bookmark: _Toc229123098][bookmark: _Toc28489][bookmark: _Toc29167][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc80004875][bookmark: _Toc80020255][bookmark: _Toc9188]成果品
受託者が発注者に納める本業務の成果品は、次のとおりとする。
(1) 仕様に基づくソフトウェア
	品　　　　　目
	数　　量

	固定資産評価基準に準拠した家屋評価システム
	２ライセンス


(2) プロジェクト管理及び運用支援
	品　　　　　目
	数　　量

	仕様検討した結果に基づく設定書
	１部

	打ち合わせ議事録
	１部

	操作マニュアル（電子ファイル）
	１枚

	操作研修及び指導
	適宜



[bookmark: _Toc232430137]守秘義務
本事業において知りえた情報に関する秘密、その他事務に関する秘密事項等を第三者に漏洩してはならない。また本事業終了後も同様とする。
①納品物
②環境設計書
③操作マニュアル
④その他必要と思われるもの
[bookmark: _Toc232430138]その他
1. [bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc15563]本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議を行い、その解決を図るものとする。
[bookmark: _Toc32530][bookmark: _Toc4785]システム稼働後の保守に関する契約は別途締結するものとする。
この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類等及び開発部分（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。）その他権利については、本町に帰属するものとし、受託者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。
この調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾使用許諾契約に係わる一切の手続を行う。
この調達の範囲内で、本町に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本町に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記①及び②に準じる。
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